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様式 18の 3（規則第 23条の 6関係） 

 

屋外広告業登録事項変更届出書 

 

令和 4 年 4 月 15 日 

（あて先）札幌市長 

申請者 住所（所在地）札幌市中央区北〇条西〇丁目〇―〇 

                               

氏名（名称、代表者） 

        株式会社〇〇〇                              

                         代表取締役  北海 一郎       

電 話   （000）000-0000 

 

札幌市屋外広告物条例第 22 条の 5第 1 項の規定に基づき、次のとおり屋外広告業の登録事項 

変更の届出をします。 

 

１ 登録番号及び登録年月日 

登 録 番 号 登録年月日 

札幌市屋外広告業登録第〇〇〇号 平成 29 年 10 月 1 日 

 

２ 変更する事項 

・ 商号、名称又は氏名及び住所 

・ 札幌市の区域内において営業を行う営業所 

  ・ 法人である場合の役員 

・ 未成年者である場合の法定代理人 

・ 業務主任者及びその所属する営業所 

  ・ その他 

 

３ 変更内容 

新 

代表者の変更 

 代表取締役  北海 一郎 

旧 

代表者の変更 

 代表取締役  札幌 太郎 

役員の変更 

 取締役 札幌 太郎（退任） 

 

４ 添付書類 

・ 住民票の写し   ・ 登記事項証明書   ・ 誓約書   ・ 略歴書 

・ 業務主任者の資格を証する書類       ・ その他（         ） 

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

新代表者の方が従来より役員として本市屋外広告業登録簿に登録済の 

場合は「略歴書」を、初めて登録される方の場合は「略歴書」に加え 

「誓約書」を添付してください。 
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様式 16（規則第 23 条の 3第 2項関係） 

 

誓   約   書 

 

 

私は、札幌市屋外広告物条例第 22条の 4第 1 項各号のいずれにも該当しない者であること 

を誓約します。 

 

 

                               令和 4 年 4 月 15 日 

申 請 者  

                      

                     法人の場合 

                     の 役 員   代表取締役  北海 一郎     

 

                                               

（あて先）札 幌 市 長 

                                               

 

 

 

 

 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 
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様式 17（規則第 23 条の 3第 3項関係） 

 

登 録 申 請 者 の 略 歴 書 

                                     

 

区  分 本  人 法人の役員 
法定代理人 

個人・法人・法人の役員 

住  所 

 〒〇〇〇－〇〇〇〇 

 札幌市南区南〇条西〇丁目〇―〇 

 

電話（000）000－0000 

商号、名称又は

氏名 

(ﾌﾘｶﾞﾅ)ﾎｯｶｲ ｲﾁﾛｳ 

    北海 一郎 
生年月日 昭和 35 年 4 月 1 日 

略  歴 

期  間 職務又は業務の内容 

昭和 60 年 4 月 1 日 

平成 5 年 4 月 1 日 

令和 4 年 4 月 1 日 

株式会社□□□入社 

株式会社△△△入社 

株式会社〇〇〇代表取締役就任 

賞  罰 

年 月 日 賞 罰 の 内 容 

なし  

 

上記のとおり相違ありません。 

 

令和 4 年 4 月 15 日 

 

氏 名   北海 一郎   

 

注 「個人・法人・法人の役員」は、該当するものに○を付けてください。 

備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を用いることができる。 

 

 


